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令和５年３月２２日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２号）

条

例

■群
馬
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
一
号

群
馬
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

群
馬
県
部
設
置
条
例
及
び
群
馬
県
地
域
機
関
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
五
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
二
号

群
馬
県
部
設
置
条
例
及
び
群
馬
県
地
域
機
関
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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令和５年３月２２日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２号）

群
馬
県
退
職
手
当
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
三
号

群
馬
県
退
職
手
当
基
金
条
例
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令和５年３月２２日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２号）

群
馬
県
庁
舎
三
十
一
階
マ
ル
シ
ェ
＆
キ
ッ
チ
ン
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
五
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
四
号

群
馬
県
庁
舎
三
十
一
階
マ
ル
シ
ェ
＆
キ
ッ
チ
ン
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
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令和５年３月２２日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２号）
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「
群
馬
パ
ー
セ
ン
ト
フ
ォ
ー
ア
ー
ト
」
推
進
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
五
号

「
群
馬
パ
ー
セ
ン
ト
フ
ォ
ー
ア
ー
ト
」
推
進
条
例

令和５年３月２２日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２号）
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令和５年３月２２日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２号）
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群
馬
県
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
六
号

群
馬
県
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

令和５年３月２２日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２号）
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群
馬
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
七
号

群
馬
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

令和５年３月２２日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２号）
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令和５年３月２２日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２号）
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群
馬
県
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
八
号

群
馬
県
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
九
号

群
馬
県
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

令和５年３月２２日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２号）



12

群
馬
県
保
健
所
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
十
号

群
馬
県
保
健
所
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

令和５年３月２２日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２号）
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群
馬
県
介
護
保
険
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
十
一
号

群
馬
県
介
護
保
険
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
が
ん
対
策
推
進
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
十
二
号

群
馬
県
が
ん
対
策
推
進
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

令和５年３月２２日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２号）
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群
馬
県
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
十
三
号

群
馬
県
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

令和５年３月２２日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２号）
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群
馬
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
十
四
号

群
馬
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

令和５年３月２２日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２号）
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令和５年３月２２日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２号）

群
馬
県
旅
館
業
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
十
五
号

群
馬
県
旅
館
業
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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令和５年３月２２日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２号）

群
馬
県
公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
十
六
号

群
馬
県
公
衆
浴
場
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

ぐ
ん
ま
フ
ラ
ワ
ー
パ
ー
ク
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
十
七
号

ぐ
ん
ま
フ
ラ
ワ
ー
パ
ー
ク
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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令和５年３月２２日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２号）

群
馬
県
放
牧
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
十
八
号

群
馬
県
放
牧
場
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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令和５年３月２２日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２号）

群
馬
県
家
畜
伝
染
病
予
防
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
十
九
号

群
馬
県
家
畜
伝
染
病
予
防
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
中
小
企
業
者
等
の
事
業
の
再
生
を
支
援
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
五
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
二
十
号

群
馬
県
中
小
企
業
者
等
の
事
業
の
再
生
を
支
援
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
条
例
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令和５年３月２２日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２号）
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令和５年３月２２日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２号）

群
馬
県
特
別
会
計
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
二
十
一
号

群
馬
県
特
別
会
計
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
二
十
二
号

群
馬
県
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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令和５年３月２２日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２号）

群
馬
県
交
通
安
全
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
二
十
三
号

群
馬
県
交
通
安
全
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
二
十
四
号

群
馬
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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令和５年３月２２日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２号）
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令和５年３月２２日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２号）



25

令和５年３月２２日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２号）
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令和５年３月２２日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２号）

群
馬
県
立
学
校
の
入
学
料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
二
十
五
号

群
馬
県
立
学
校
の
入
学
料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
高
等
学
校
等
奨
学
金
貸
与
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
二
十
六
号

群
馬
県
高
等
学
校
等
奨
学
金
貸
与
条
例
を
廃
止
す
る
条
例



27

令和５年３月２２日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２号）

群
馬
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
及
び
群
馬
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
二
十
七
号

群
馬
県
立
学
校
職
員
定
数
条
例
及
び
群
馬
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

群
馬
県
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
二
十
八
号

群
馬
県
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



28

令和５年３月２２日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２号）

群
馬
県
不
登
校
児
童
生
徒
等
支
援
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
二
十
九
号

群
馬
県
不
登
校
児
童
生
徒
等
支
援
基
金
条
例



29

令和５年３月２２日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２号）

群
馬
県
道
路
交
通
法
及
び
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
三
十
号

群
馬
県
道
路
交
通
法
及
び
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
三
十
一
号

群
馬
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



30

令和５年３月２２日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２号）

群
馬
県
水
道
用
水
料
金
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
三
十
二
号

群
馬
県
水
道
用
水
料
金
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
二
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
条
例
第
三
十
三
号

群
馬
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例



31

令和５年３月２２日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２号）
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